
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
、
よ
り
一
層
自

賠
責
制
度
の
役
割
・
重
要
性
や
、

保
険
金
・
共
済
金
の
支
払
い
の
し

く
み
な
ど
を
十
分
に
理
解
・
認
識

す
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

　

自
賠
責
保
険･

共
済
の
有
効
期

限
は
切
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一

の
自
動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な

対
人
賠
償
を
目
的
と
し
て
、
原
動

機
付
自
転
車
を
含
む
す
べ
て
の
自

動
車
に
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障

法
）。

　

四
輪
車
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

特
に
、
車
検
制
度
の
な
い
２
５
０

㏄
以
下
の
バ
イ
ク
（
原
動
機
付
自

転
車
・
軽
二
輪
自
動
車
）
は
、
有

効
期
限
切
れ
、
か
け
忘
れ
に
ご
注

意
を
！

　

な
お
、
自
賠
責
制
度
の
詳
し

い
内
容
は
、http://w

w
w
.jibai.jp

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　
『
ど
ん
な
相
手
と
の
試
合
よ
り

｢

自
賠
責｣

な
し
で
運
転
す
る
方

が
怖
い
。(

魔
裟
斗)

』

　

交
通
事
故
に
よ
る
死
者
数
は

年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

平
成
18
年
の
事
故
発
生
件
数
は

約
88
万
件
、
死
傷
者
数
は
８
年

連
続
で
１
０
０
万
人
を
超
え
る
約

１
１
０
万
人
と
、
国
民
の
誰
も
が

交
通
事
故
の
被
害
者
に
も
加
害
者

に
も
な
り
得
る
極
め
て
深
刻
な
状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

交
通
事
故
は
車
社
会
の
負
の
部

分
で
あ
り
、
被
害
者
に
と
っ
て
も

加
害
者
に
と
っ
て
も
悲
惨
な
結
果

を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
す
べ

て
の
自
動
車
の
保
有
者
に
、
自
動

車
１
台
ご
と
に
加
入
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
す
べ
て

の
加
害
者
の
賠
償
責
任
を
担
保
す

る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
被
害
者

の
基
本
的
な
賠
償
を
保
障
す
る
制

度
で
あ
り
、
被
害
者
の
保
護
を
目

　　　

の全国交通安全運動が実施されます

　　　　　　　ルールとマナー
　　　　　　　　　　　　乗せて走ろう
　　　　　　　　　　　　　　　秋の道

万
一
の
交
通
事
故
で
も
私
た
ち
を
必
ず

守
っ
て
く
れ
る
。
そ
れ
が
自
賠
責
制
度

実施期間

９月２１日（金）～３０日（日）
運動の最重点
高齢者の交通事故防止

運動の重点
○飲酒運転の根絶

○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故

防止

○後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの

正しい着用の徹底

○交差点における交通事故防止
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